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代後半の投資累計額をとってあるが，その額は合計で80

億ドルを超えている。地域配分は全体として，ラテン・

アメリカが外資総額の40%を占め，これにアフリカ，ア

ジア，オセアニアを加えるとその比重は80%近くになる。

一方，産業別配分をみると，製造業が全体の37%を，そ

して石油採堀が34%を占めている。

これらの多額な資本の流入は，低開発国側jからみれば，

開発所要資金の有力な供給源となるものである。事実，

これら外資の流入に一層の誘因を与えるため，いずれの

闘におし、ても程度の差はあれ，さまざまな外資導入の優

遇措置が講じられている。とくに低開発諸国にあっては，

国内資本蓄積の不足を補うために，あるいは資本蓄積達

成の時間的距離を縮小するために，外資の導入にはきわ

めて積極的である。しかし同時に，このような急激な外

資の流入が，資本導入国の内部に新たな経済的・社会的

波紋をよび，さらには投資固と導入固との聞に政治的な

摩擦を生じつつあることも，周知のとおりである。

とこ Pちですでに述べたように，海外投資に関する経済

海外投資の，マクロ的諸効果についての研究の歴史

は，比較的新しい。伝統的な国際貿易理論においては，

生産要素は国境を越えて移動しないものと想定されてき

た。しかし現実の国際経済は，直接投資という形での生

産要素の大規模な移動を，しだいに顕著にしつつある。

その過程で，国際経済の従来の生産・流通・消費のパタ

ーンも，一定の変容を示しはじめている。

第1表は， DAC加盟諸国の海外直接投資の規模を，

地域別・産業別にみたものである。この表では， 1960年

め
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民間直捺投資の地域別・成業別配分 （DAC）累計額（1965～70）とその構成比（%〉

（単位： 100万usドル〉
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学的研究はその震史も浅く，これまでその分析手法は資

本移動論，つまり資本という生E重要素の間際問移動の問

題として，例外的に取り扱われてきた。海外投資を国際資

本移動論としてとらえる考え方には，マクドゥガル（注1)

ないしケンフ。（注2）に代表されるアプローチと，へクシャ

－＝オリーン理論（注3）にもとづくアプローチとがある。

前者は貿易を捨象した l財モデルの分析であり，限界生

産力曲線を用いて資本移動の経済効果を考察するもので

ある（注4)0 これに対して後者は貿易を明示的にとりいれ

た2財・ 2要素モデ、ルであり，生産要素（資本）の国際

間移動が産出畳・貿易量におよぼす効果を分析する。

このような伝統的な海外投資理論に対し，近日寺，海外

投資を個別企業に特殊化された生産要素の国際間移動と

してとらえ，その分析を産業組織論の手法によって行な

う動きがみられる。ハイマー（注5）に代表されるこのアプ

ローチは，現在の国際経済の新しい現象である多国籍企

業行動を論じる場合，きわめて有効な方法論であると言

える。

このように，海外投資のメカニズムを理論的に解明す

る試みは，近年さまざまな角度から急速に行なわれはじ

めている。その背景には，激増する外国投資の流れがあ

り，それが資本導入国の経済厚生にどのような影響を持

っかという，一つの現代的課題がある。すでに述べたよ

うに，今日の低開発諸国の多くは，自国経済の開発とく

に工業化の推進のために多額の外貨を必要とし，またそ

の獲得に熱心である。外資の導入はこのような外貨ギャ

ップを充足するだけでなく，それに付随する生産技術や

経営組織などの移転効果も含め，資本導入国に一定の経

済効果を与えるものと考えられている。

そこで本稿ではまず，このような外資の導入が，資本

導入国の経済厚生にどのような影響を持っか，とくに一

定の条件の下におけるその背定的あるいは杏定的効果に

つき，概念的な考察を行なうことにする。その場合，方

法論としては，上述のへクシャー＝オリーン理論に依拠

した簡単な2財モデルを使用する（注6）。ついで，その分

析の帰結を，東南アジアの 2国（タイ，シンガポール〕

の事例に適用し，それぞれにおける工業化と外資導入の

実態につき，若干の考察を行ないたい。

（注1〕 MacDougall, G. D. A.，“The Bene五ts
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International Trade, Englewood Cliffs, Prentice-

Hall, 1964. 

（注3) ヘタシャー＝オリーンの定理（TheHeck-

scher-Ohlin Theorem）は，所得分配におよぽす外国貿

易の影響を論じたヘタシャーの論文 (1919年）によっ

てまず展開され，ずっと近年になってオりーンの論文

(1933年〉によって大成されたもので，貿易のパター

ンを各国の生産要素の賦存最と，生産過程の要素集約

度によって説明しようとするものである。その際リカ

ードの比較生産費説に対する批判が媒介となった。同

理論には，前提とする諸仮定〈両国の生産関数同一，

完全競争，輸送費の無視，生産関数の一次向次性，限

界生産力逓減，要素価格の変化にもとづく要素集約度

不変など）について，その現実的妥当性が問われてい

るが，依然として現在の国際貿易理論の支柱的位置を

占めているといえる。

なお，ヘタシャー＝オりーン理論に拠って海外投資

の経済効果を論じた邦文文献に，宇沢弘文 「資本自由

化と国民経済」（『エコノミスト』 昭和44年12月23日

号），浜田宏一 「国際貿易と直按投資の理論』（『東洋

経済』臨時憎刊 1971年2月5日号〉がある。

（注4) この手法にもとづいた邦文文献としては，

以下のものがある。浜田宏一 『経済成長と国際資本

移動』 東洋経済新報社 昭和42年。渡辺太郎「国際

投資と国家的利益」〈『大阪大学経済学』第16巻 2' 

3号 1966年〉。池間誠 「直接投資一一一つの理論的

アプローチ」（『世界経済評論』 1974年8月号〉。

（注 5) Hymer, Stephen H.，“The International 

Operations of National Firms: A Study of Direct 

Investment ”（MIT Doctoral Dissertation, 1960). 

なお同じく直楼投資を，経営資源の国際間の移動と

してとらえた邦文文献として，小宮陵太郎 「直接投

資と産業政策」（新飯田・小野編『日本の産業組織』

計波書店昭和44年〉がある。

（注6〕 本稿は，前掲（注3）の宇沢論文で用いられ

たそデノレに依拠し， これに若干の変更を加えたもので

ある。

II 封鎖経済と自由貿易

and Costs of Private Investment from Abroad: A 外資導入の経済厚生効果を論じるにあたり，国際経済

Theoretical Approach，” in Economic Record (March 学で広く使われている幾何学図形を使って，そのメカニ

1960), pp. 13-35. ズムを分析したい（注1）。

（注2〕 Kemp, M. C., The Pure Theoヴ of いまある国民経済Aがあって，この国では外国貿易が

ち3
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行なわれておらず，外資の流入もみられないとする。そ

こでは X,yの2財のみが生産され，生産要素は L（労

働〕と K （資本〕の2種類から成り立っていると仮定す

る。また生産要素の供給量は一定であり， 2財の生産の

限界代替率は逓減するとする。

第 1図は，このような国民経済Aにおける X,YZ財

の生産可能曲線ABを示している。曲線ARは仮定にも

とづいて，原点。に対し凹である。すなわちこの曲線，1B

は，限界生産力説による要素配分と，要素の完全雇用の

仮定をみたす点の軌跡である。そうでない生産点は，曲

線／lBの内部にある。

一方， X,Y2財に対する需要サイドの条件をみるた

めに，個人的無差別曲線にならって消費の社会的無差別

曲線住2）をこの図に想定してみる。すなわちその曲線

は，第1図の曲線 U仰 U，に示されるように一般に右下

りで，原点に対して凸の形状を持っている。それは社会

に対して等しい効用を与える 2財の組み合せの点の軌跡

であり，理論上は無数に存在すると考えられる。これら

無数の社会的無差別曲線は，互いに相交わることなく，

かっ原点から遠ざかる曲線ほど，より高い効用指数を持

っと仮定される。

この図では，完全競争による生産と消費の一般均衡は，

生産可能曲線 A.Rと無差別曲線u.が接する点火できま

ることになる。その時の X,y両財の交換比率は，均衡

点Rを通る接線MN（仮にアウタルキ｝価格線止呼ぶ）

の勾配で与えられる。

このような封鎖経済Aがいま，外国貿易を開始したと

する。その結呆図に示されるように， X,y両財の交換

比率が直線 M.No（仮に自由貿易線と呼ぶ）で表わされ

ラ4

る国際価格比を与えられたとすれば，国内の均衡生産点

はRからPへとシフトする。また新たな消費点は，社会

的無差別曲線u，と自由貿易線 MoNoとが接する点Cと

なる。

生産点および消費点のシフトにともなってこの国民経

済では，図において X財の供給がco，だけ不足し， Y

財の生産が PO，だけ過剰となる。すなわち国際貿易に

コミットすることによってこの国は， co，に相当するX

財を新たに輸入し， PO，に相当する Y財を新たに輸出

することになる。その結呆｛土図から明らかなように，こ

の国民経済は従来の無差別曲線u.からより高次の消費

無差別曲線u，へと，その経済厚生を高めたことになる。

ところで，第1図のモデルの前半で説明されたような

完全な封鎖経済体制をとっている国民経済は，現実には

存在しなし、であろう。アジア諸国の場合，ビルマが比較

的これに近い体制を示している。ビソレマでもある程度の

外国貿易と，若干の外資導入は行なわれているが，その

規模は他のアジア諸国に比べ著しく小さい。少なくとも

ヒ、ルマ経済については，上述の原理に照らして，国際経

済にコミットする度台いが小さし、ことによって，そうで

なし、場合に比べ自国の経済厚生の引き上げを損なってい

る，と言えるであろう。

しかしビ、ルマを除く他のアジア諸国はいずれも，｜君際

経済に積極的にコミットしている。その意味で東南アジ

アの大部分の国民経済は原理的には，上記のモデルの後

半で説明されたケースに含まれているといえる。そこで

次節では，この国際貿易にコミットしている国民経済を

モデルとして，外資導入のメカユズムを考察してゆくこ

とにする。

（注 1) 図形による説明は，数式的展開に比ベ，その

厳密性において難点があると思われる。その取り l'＆え

る次元数も幾何学では三つの次元が限度である。通常

の2国2財の一般均衡モデノレでも，少し複雑な分析に

なると曲線が帰そうし，かえって理解を困難にする。

しかし図形が単純なものである場合，幾何学的手法は

現象のメカユズムを直裁的に把握するのに犬いに効呆

がある。本航ではこのような見地から，できうるかぎ

り単純な図形を使って考察を進めていくものである。

O.t 2) 社会的無差別曲線は，かなり抽象的な概念

であり，現実にその存イJ：がこのような特性を持つと前

提することには疑問がある。 K・E・ボウノレディングは

これを「無差別曲線の無原~j＼懐胎」（Immaculate Con-

ception of the Ind近erenceCurve）と呼んで，経済
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の成長率が著しく高いシンガポール，香港をはじめとし

て，台湾，韓国，タイの諸国においては，その急速な工

業化は外国資本の導入によるばくだいな設備投資が主導

的な役割を果たしていることは否定できない。すでに述

べたようにこれらの国では，圏内資本蓄積の不足のため

に，またその達成に要する時間的距離を縮小するために，

外資の導入にきわめて積極的である。したがってこれら

の国の急速な工業化過程が，多分に外来の資本あるいは

企業による生産拡大に依存した部分を持っている点が，

注意されねばならない。

この意味で， l単位の外資の導入にもとづく工業生産

の拡大が，当該国の経済厚生に実質的にどのような影響

を与えるかが問題となる。第2図において， Y財を尺度

として国際価格で測った資本導入前のこの国の実質国民

所得は OM0で示され，資本導入後のそれは OM。’で示

される。したがって 1単位の資本の導入によってこの国

は，岡で MoM，。’の距離に等しい所得の新たな増加を得

ることになる。

しかしながら，この国民所得の増分 MoMo’は本来，

外国資本に対する利潤の支払い部分である。したがって

もし MoMo’がすべて，利潤として投資国へ本国送金さ

れるならば，資本導入国にとっては資本導入にもとづく

直接的な経済効果はないことになる。もしこの部分に，

当該国の税制に従って法人課税が行なわれるならば，こ

の固に一定の財政収入をもたらすことになるであろう。

すなわち自由貿易体制下における外資導入は，利潤の帰

趨をめぐって異なる結論が導ける。この意味で当該国の

経済的厚生にとって，中立的効果を持っと言える。

現実の東南アジア諸国の外資政策は，上述の論理とは

むしろ逆に，外資の導入にあたって利潤の本国送金の承

認および法人課税における減免措置を，その優遇措置の

一環として強調している。このことは，この地域のほと

んどの国の外資導入政策に，共通してみられる傾向であ

る。もちろんこの場合，このような優遇措置が無制限に

与えられているわけではない。原理的にはこのような優

遇措置は，外資に対し投資のインセンティヴとして与え

られるものであるから，一方では，外資導入による経済

的利益の大きさと比較秤量が行なわれているわけであ

る。その意味で，東南アジア諸国の外資政策がさまざま

な優遇措置を積極的に講じていることは，これらの国で

外資の役割に対しきわめて大きな期待や評価が与えられ

ていることを示している。

しかし上述の理論的考察の結果は，投資利潤の本国送

ララ

学者がし、だいている最も特異な幻想のーっとして指摘

している。しかしながら本橋では，効用関数および要

素配分が，社会を構成するすべての個人にj:;I,、て等し

いとするミードの仮定（Meade,J. E., A Geometry 

of International Trade, London, George Allen & 

Unwin, 1952参照）に従って，論を進めたい。

皿 自由貿易下の外資導入

前節において描かれた自由貿易体制のもとで，いま 1

単位の外国資本が導入された場合，外資導入閣の経済厚

生にどのような変化が起こるであろうか。

第2図において，仮に X,Y2財について X財を資本

集約財， Y財を労働集約財とする。具体的にはX財に

自動車工業を， Y財に綿紡績工業を想定することが可能

であろう。いまこの国に新たに外資が導入され，一定量

の資本が自動車工業に投下されたとする。生産物の価格

比に変化がなければ，リプチンスキーの定理（注 I）によっ

て，資本保有量が全体として増加したとき，資本集約財

の生産は増加し，逆に労働集約財の生産は減少する。す

なわち従来の生産可能曲線ABは， X財についてより大

きなふくらみを持った曲線 A'B＇へとシフトする（第2

図参照〉。仮定に従って，自由貿易下の価格線 AfcNoの

勾配に変化がなければ， l'vfoN，。の平行線 .Uo'No’が曲線

A’B＇と接する点 P，が，新たな生産点となる。この結

果図において， Y財の生産は PO，だけ減少し，一方X

財の生産は P,O，だけ拡大する。

外資の導入が，このような形で行なわれることによヮ

て，資本導入国の工業生穫とくに資本集約工業の生産拡

大が急速に行なわれることは，現実の東南アジア諸国に

一般に見られるところである。たとえば，工業セクター
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金や，課税上の優遇措置が与えられれば与えられるほど，

単位当りの導入外資のもたらす経済厚生効果はネグリジ

ブノレなものとなっていくことを示している。もっともこ

の場合当該国が，外資の導入によって自国の工業化過程

全般にわたる構造的変革をなしとげうると考えているも

のとすれば，その評価は異なってくると言える。すなわ

ち外来の資本，技術，経営組織などの導入によって自問

の経済活動に一つのインパクトを与え，競争原理の強化

による生産性の向上や波及効果の拡大による関連諸産業

の振興などを通じて，長期的には自国の産業構造の質的

転換を実現しうると意図する場合には，外資導入の経済

効果に関する評価も異なってくる。

このような考え方は，換言すれば，自国の工業化に著

しく高い評価をおき，国の開発政策の中心に工業化優先

を設定する考え方であると言える。たとえば， H•G•

ジョンソンが指摘しているように，多くの国において，

開発にあたって，他の産業部門に優先して工業生深の

増大を重視する傾向がみられる。これは i凶全体とし

ての工業生産選好（Preferencefor Industrial Produc-

tion）とでも言うへきものであって，社会の経済厚生は

個々の消費者や生産者の厚生の合計だけではなく，これ

に上記の集団的選好にもとづく厚生を加えたものからな

る，という概念である（注2）。すなわちその闘の経済政策

の基本に， 1単位の工業生産の拡大， 1単位の工業製品

の輸出増大が非常に高い価値を与えられるとき，伝統的

な経済理論による厚生の純減（あるいは超過コスト〉が

みられでも，この集団的選好がその損失を相殺する，左

考えられる。

このような集団的選好は，かつての後発資本主義国で

あったドイツ，日本において，またソ速や他のいくつか

の社会主義国において認められ，現在では低開発諸国に

おいてその傾向が強く現われているように恩われる。し

かし工業選好は，むしろ一種の経済外的な価値目標とで

もいうべき性格が強く，一般論として経済学的にその正

当性を論ずることは困難である。したがって，外資の導

入を工業化推進の重要な手段として活用する政策を立て

る場合には，自国経済にとってのその効果に関する明僚

な分析と評価が必要であろう。

Ci主1) リプチ γスキーの定理， 「ある要素供給量

が一定で，他の要素供給量がなんらかの要因で増加し

たとき，商品価格比率が不変であるとするなら，増加

した生産婆紫をより集約的に用いる商品の生産量は培

加し，より世1放的(lessintensive）に用いる商品の生産

ぅ6

最は減少する」。 Rybczynski,T. M.，“Factor endow-

ment and relative commodity prices，” in Economica 

(XXII, Nov. 1955). 

（注 2) Johnson, H. G.，“An economic theory 

of protectionism, tariff bargaining, and formation 

of customs union，” in Journal of Political Econo-

my (June 1965）.また，小1;;;/N肢修・柴田裕訳『H・

G・ン 1 ンソン，同際貿易 l経済成長』 弘文常 1970 

イl ，唱~ft（＼。

IV 保護貿易下の外資導入

ところで前節で扱った自由貿易下の外資導入のモデル

は，東南アジアの場合，自由貿易港を標梼する香港およ

びシンガポールを除き，その他の諸国には妥当しないこ

とが指摘されよう。すなわちこれら 2国を除き，その他

の諸国では貿易体制はきわめて保護的であり，高率の関

税障壁がはりめぐらされているのが実状である。関税そ

の他の通商政策によって自由な貿易が妨げられている状

態で，外資の導入が行なわれた場合，どのような経済厚

生上の効果が生じるであろうか。つぎにこの点につき考

事表することにする。

第3図は．第2図に保護関税下の交易条件線1"1,N，お
よび 1'.f,'N，’を書き加えたものである。

いま仮に，資本集約財であるX財に保護関税が課され

たとする。この結果圏内では X 財の価格が高まり， Y

財に対するその相対価値が増大する。このことは第3図

において，生産可能曲線がABの場合，自由貿易下の国

際価格線 M凶んに対して保護関税下の価格線（仮に関

第 3 図

Y財

.Y!!,t 



税価格線と呼ぶ）が， A1,N，として描けることを示して

いる。すなわち M,Ntは !vloNnに比し，急勾配の直線

として拾かれる。この結果，均衡生産点は Pから九へ

とシフトし， X財の生産増大と Y財の生産縮小が起こ

る。

このような状態でいま外資の導入が行なわれると，既

述のように生産可能曲線 ，4Bは A'B’へとシフトする。

この .4'B’に接して同じように国際価格線（自由貿易線）

と関税価格線を描けば，それぞfれA10'N0’およびMt'N,'

の二つの価格線が得られる。この場合，関税保護下でも

リプチンスキーの定理は成立するので，資本導入前の均

衡生産点、九は資本導入後九へと，さらに右下方にシ

フトする。すなわち， X財の一層の生産増大とY財の一

層の生産縮小が起こる。また，外資に対する利潤の支払

いは，第3図でY財で測って Afd,,1，’の距離に等しいこ

とになる。

この結果，国民所得の増減に関してつぎのことが言え

る。すなわち外資導入前のこの国の実質国民所得は， Y

財で測って OGの距離で表わされており，外資導入後

はこれに CG＇を加えた OG＇の距離で亥わされている。

しかし関税保護下で外資導入が行なわれる結果，この

OG＇より外資への利潤支払い部分 1'11M11を差し引い

た残余が，新たなこの同の実質問民所得となる。その値

は，当初の実質国民所得 OGより小さな値となる。

なぜなら既述のリプチンスキーの定理から，第3図で

!vftMi＇はつねに CG＇よりも大きく，したがって次の

等式が成り立つからである。

(OG+GG’）－M1M〆＜OG

（ただし CG＇くMiMt')

なおこのような形での資本導入による実質問民所得の

減少分は，外資進出によって新たに閣内生産されること

になった資本集約財Xの増加分が，もし輸入されたとし

た時に課せられるであろう関税額と等しいことが，検証

されている（ltI）。この場合，資本導入国は外資への支払

い利潤に一定の法人課税を課することによって，失われ

る利益の一部を回収することはできる。しかし外悶資本

に対して投資のインセンティヴを残すためには，その適

用にも限界がある。この意味で，外資導入へのインセン

ティヴのための保護関税率と，国家利益のための利潤税

率との問に，ある最適の組合せが想定されてくるが，こ

こではこの問題については論じなヤ。

いずれにせよ，高率関税設置の下で外資を導入するこ

とは，進出外資に国内産業と同じ手厚い保護を与えてそ
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の企業活動を奨励することと同義となる。それは上述の

ように資本導入国の経済厚生を悪化させるだけでなく，

国内の同種企業に一定の圧力を加える可能性を持ち，閣

内の民族系企業との問に摩擦を生じがちとなる。

このように外資導入の経済効果に関する理論的考察の

結果は，外資導入が自由貿易と平行して行なわれるとき

には中立的な効果を持ち，保護関税の設置と並行して行

なわれるときには，明らかに否定的な効果を持つことが

理解される。東南アジア諸国における外資導入の実態を

みると，この間の実証的な関係が観察される。そこでつ

ぎにケース・スタディとして，タイとシンガポールをと

りあげ，若干の考察を行ないたい。

Ci主1）宇沢弘文前掲論文。

V タイのケース

タイにおける外資導入は， 1962＇年に公布された「産業

投資奨励法J（注1）を契機として，急速に拡大した。法令

では， 1961年に始まる第1次経済開発計画の遂行にあた

って，外資の導入を積梅的に促進することが表明され，

外資に進出のインセンティヴを与えるための基本的優遇

措置が明文化された。優遇策として企業の租税減免措置

(/J2）および関連商品への保護関税設置策が規定された。

タイ経済は，この産業投資奨励法の施行を機に， 60年

代を通じてその輸入代替工業化を遂行してきた。 1%0年

から70年にかけて，タイの経済成長率は年平均8.1%で

あり，部門別では農業の 5.5%に比し工業は11.Oo/oの高

率で拡大した。同期間の GNP成長寄与率でみても，工

業は農業を凌駕する22.0%の水準を示し，また産業構造

に占めるそのウエイトも上記の10年間に11.6%から16.9

%へと高まった（il3）。このような急速な工業化の背景に

投資奨励訟にもとづく工業企業の新設・拡張がある。

第2表は，同法のもとで許可された企業の新設・拡張

件数および投資額の推移を示している。表によれば，

1971年9月末現在で奨励企業数は573，その登録資本額は

約74億パーツ，そして投資総額では約242億パーツとな

っている。これら奨励企業に占める外国系企業のウエイ

トをみると，登録資本額では全体の33%，企業数では合

弁企業を含めて総数の56%を占めている。これら合弁企

業の大部分は，実態として外資シェアーが過半数を占め

ているため，奨励企業全体では約半数の企業が外資経治

下にあるということができる。この意味で， 60年代にお

けるタイ工業の発展にとって，外国資本がきわめて大き

な役割を果たしてきたことは明らかである。
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第 2表 産楽投資提励法にもとづく企業数・資本金額の推移（タイ〉

I 1960～65 I 
I 1 9 6 6 ！累計｜

~l nT証発給件数 270 , 31 
奨 励企業数 221 1 27 
内訳タイ企業 i 92 I HJ 

外 凶企 業 4 2 
合弁 企業 ！ 125 15 

校録資本（100万ハーツ） I 2,513 50:J 
内訳タイ資本 1,723 31:l 

外国資本 1 789 19() 

投資総額（100万パーツ）｜ 同 O 1,704 

19 6 ~1－~~~ム訂正7 0 i ♂日）「言60以詳

6~ (li~l~引i86 
78 
37 
3 
38 

958 
711 
247 

4,448 

615 
336 
279 

2,562 I 

545 
386 
160 

1,398 

7,391 
4,940 
2,451 

24,151 

（出所〕 Govt. of Thailand, Board of Investment, Activ1・tyReport, Sept. 1971. 

第 3署長 関税構造の推移 1960,1969 （タイ）

196()年関税 i969年 関 税
・;,¥ ；従量 ｜従量

｜従価（%） （バーツ、従佃i(%)1（パーツl
¥/kg ) ! ¥/kg ' 

商

未加工木材 27.5 10.0 
2、, ノL プ 27.5 10.0 
銑 鉄 10.0 5.0 
エアコン)fl

55.0 15.0 
モーター

＇色1、 板 30.0 40.0 
製 紙 10.0 30.0 
亜鉛鉄板 0.35 1.25 
完成エアコン 55.0 I 60.0 
人造繊維織物 40.0 16.50 60.0 40.00 

（山所〉 Ingram, J. C., Economic Change問 Th・

ailand, Stanford Univ. Press, 1971, p. 297. 

タイ政府はこれらの進出外資企業に対して上述の優遇

措置を講じてきたが，とりわけ関税率操作に関しては，

同一製品の輸入には高率関税を，輸入投入財には低率関

税を適用し，国内での企業活動に保護を与えてきた。外

資系を中心とするこれら奨励企業は， 5カ年間の優遇適

用期聞が経過したのちでも，ひきつづき保護関税の存続

を要請した。ある場合には，奨励企業の保護のためにい

くつかの商品について輸入数量割当てや輸入禁止などの

直接的措置がとられ，また園内企業保護のためめに必要

とみなされた場合には，輸入統制リストに特定の商品が

記載されてきた俗的。

第3表は， 60年代初頭と末期における関税率の変化を

いくつかの商品についてみたものである。そこには圏内

製品と競合する商品の輸入に高率乞投入財の輸入に低

率をとL、う関税賦課のパターンがみられる（注5）。すでに

前節においてみたように，保護関税の存在は外資にとっ

てそれだけ大きな進出のインセンティヴとなる。外資系

企業も国内産業として保護関税の下におかれ，海外から

の競争を避けることができるからである。タイが指向し

た政策すなわち輸入代替工業化政策の下では，外資企業

は保護された園内市場を目的として生産活動を行なうた

め，国際競争力の育成が怠られ，輸出貿易における貢献

度も高くはない。

第4表は，タイにおける最有力の外資である日系企業

の総売上高と輸出額を示している。との表によって各産

業にわたり，その売上高に比べ製品輸出高が驚くほど少

第 4 表 日系企業の総，.fd上高と輸出額（タイ〉

1 9 6 6 1 9 6 1 1, 1 9 6 s I 1 g 6 9 

｜売上高｜輸出向，.；日 K戸時間同売上尚｜輸由記売上高｜輸出古

11.6 I 556.7 7.6 664.9 ! 8.8 I 840.0 

n1 .5 o. 1 1,002.s ! - I 1,253.1 

1.6 I 530.5 6.2 720.4 I 5.3 I 874.8 I 13.5 

5.o i 110.6 - 205.6 I ー I 273.1 I 5.9 

10. 7 196 . 5 7. 4 224. 4 I 5. 6 I 307. o I 25. 1 

28.8 2,191.8 21.9 1 2,818.0 ! 19.7 I弘同.QI 51.3 

繊 鮒

動

金 属 製

食

ふ J) 他

合 古十

－
A
Y
よ

1
i
1
i

’4
F
b

戸

b
p
b
q
d
ハ

リ

ハ

リ

内

J

1
1
0
0

凸

Y
F
b
a
n
－
0
0

4

3

3

1

1

4

 ，
 

句

ι
A

（単位： 100万パーツ〉

6.8 

（出所） ECAFE, Economic Survey of Asia and the Far East, 1970, Table 1-4-31, p. 58. 
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ないことがわかる。 60年代後半の4年間に，繊維，自動

車，金属，食品の4工業の売上高は67%伸びて約33億パ

ーツの規模になったが，この間に輸出高は1900万パーツ

から2700万ノミーツに増えたにすぎない。売上高に対する

輸出高の比率は， 1966年の約2%から69年のが・］ 1.5%へ

と，むしろ低下している。

ミントも述べているように（注6），輸入代替政策の促進

の結果，第 lの局面である国内工業の育成とくに国内市

場を前提とした消費財工業の育成は一応達成されるが，

第2の局面lといたって資本財・中間財の輸入急増と国際

収支の悪化によれ工業化は停滞する。タイのケースは，

この輸入代替政策の遂行にあたって大規模な外資の導入

を行なったことが，一層問題を複雑にした。

タイ政府は， 1971年10月に発表された第3次経済社会

開発計画（注7)の策定において，国際、収支の安定，貿易構

造の輸出指向化，産業構造の転換を主目標に掲げ，停滞

する経済の立て直しにかかった。これに呼応して， 72年

10月布告は値引，従来の投資奨励法に代わる新法を制定

し，外資に対する規制・選別の強化を行ないはじめた。

この新産業投資奨励法では，外資に対する優遇措置の縮

小，奨励産業の範囲の転換および輸出産業の振興を強調

し，新たな優遇措置として輸出用投入財の輸入税および

関連事業税の軽減，国産原料の利用に対する事業税の免

除などが表明された。

さらに同年末における激しい学生の反日デモを背景と

して，72年11月布告として「外国人企業規制法」（注9）が，

ついで12月布告として「外国人職業規制法」（注10）が1、日つ
いで制定された。

このうち「企業規制法」では，主に園内のタイ系企業

との競合排除が目的とされ，規制業種は小売・サービス

関係を中心としたAグループ，タイ人に操業能力あると

みられる一次産品加工業・セメント・運輸などを中心と

したBグループ，そしてこれらに含まれないその他製造

業を中心としたCグループとに分けられている。 A, B 

グループ。については，外国企業の新設の禁止が， Cグル

ープにっし、ては企業新設の場合，商業登録局への登録が

義務づけられている。またすでに存在する外資企業につ

いては， Aクやルーフ。の場合2年以内の操業停止が要求さ

れ， B, Cグループ。の場合存続は認められるが， 1972年

度を基準として生産量，販売量の年30%以上の拡大およ

び支店の増設は認められないと規定されている。・・・－方

「職業規制法」でも，タイ圏内で就業する外国人に対す

る許可証発行制，外国人の就業禁止もしくは条件づき禁
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止の業種の制定など，従来に比ぺ外国人の出入国や就業

に関して規制が強化されている。

このように現在タイでは， 60年代における外資導入に

よる輸入代替政策が大きく転換しつつあり，全体として

外資規制が強められ，経済のタイ化が進められはじめて

いる。

（；主 1) Promotion of Industrial Investment Act, 

1962. 

（注2) 租税減免措置としては， 1）製品の販売開始

または所得発生時より 5年間の法人税の免除， 2）工場

設立に要する機峨・資材の輸入税および事業税の全額

免除，日）外国人熟練労働者および技師の入国人数わく

の拡張許可， 4）輸入税，営業税の 5年間の減免措霞，

などを’伶子としている。

Ci主3) Bank of Thailand, Annual Economic 

Report, 1971. 

〔i主4〕 Ingram, J. C., Economic Change in 

Thailand 1850-1970, Stanford Univ. Pr田 s,1971, 

pp. 297-298. 

Cit 5) タイにおける輸入関税は，国内生産の行な

われている消費財・中間財に関してはおおむね30～60

%の高水準にあり，この税率は60年代を通ピて相つい

で引き上げられてきた。 1970年7月以降，貿易収支の

急激な悪化に対処するため，耐久消費財をはじめとし

て一般消費財の関税率はさらに引き上げられ，その水

準は60～80%となっている。なお1970年の改正にとも

なう関税率の引き上げ状況（一部〕は，つぎのようで

ある3

0はゴム，従来30%→改正50%，皮革40%→60%,

ジュート製品30%→60%，はきもの30%→60%，エアコ

ンテイショナ－60%→80%，冷蔵庫55%→80%，カラー

テレビ35%→80%，乗用車（現地組立て）30%→50%,

乗刑事（完成事） 60%→80%一一（タイ国，官報87巻

58り， EmergencyDecree on Customs Tari任より〕

〔j主6〕 Asian Development Bank, Southeast 

Asia’s Economy in the 1970’s, London, Longman, 

1971一ChapterI. Overall Report by Fla Myint. 

(H: 7) The Third National Economic and Social 

Development Plan, 1972～76. 

Ci主8) Announcement of the Revolutionary 

Party, No. 227. (Law on Industrial Investment 

Promotion〕， Oct.20, 1972. 

〔1主9) Announcement of the Revolutionary 

ラ9
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一

業造制
捜

A

山口

Party, No. 281 (Alien Business Law), Nov. 25 

1972. 

〈注10) Announcement of the Revolutionary 

Party, No. 822 (Alien Occupation Law), Dec. 8 

1972. 

Vτ シンガポールのケース

シンガポールはしばしば，上記のタイのケースとは正

反対の例として取り上げられている。すなわちシンガポ

ールは，東南アジア諸国のなかで，外資導入にもとづく

工業化がきわめて効果的に行なわれた固としてー般に脅

えられている。

シンガポールはもともと，英軍の極東における軍事基

地としての役割を担っていたが，経済的には香港と並び，

自由貿易港として近隣諸国相手の仲継貿易を営むことに

よってその経済を支えてきた。 60年代後半に入って，｛中

継貿易のウエイトがしだいに減少傾向をみせ，これに加

えてイギリヌ極東駐留軍の撤退が行なわれるなど，財政

収入の減少と雇用縮小の問題が切実となってきた。この

よろな事態に対してシンガボールがとった政策は，急速

な工業化による生産力の拡大とそれにもとづく雇用肱大

策であった。

1965年から71年にかけて，シンガポールの閏内総生産－

は年平均14.0%の高率で成長し，その問産業構造に占め

る製造業のウエイトは14%から23%へと上昇し，麗用労

働者数も 5方2000人から12716000人へと拡大した（注 I）。

60年代におけるシンガポール工業の構造変化をみるた

めに，付加価値の業種別構成の推移をみると第5支のよ

うになる。この表では各産業を消費財，中間財および資

本財の3グルーフ・に分類し，それぞれのウエイトを求め

である。表によると1960年から70年にかけて，消費財生

産部門のウヱイトは大幅に減少し，代わって中間財およ

び資本財のウエイトが増大している。とくに石油精製・

同製品，電気機械器具，輸送機器の伸びが著しい。シン

ガポール工業の構造変化は，これらいくつかの産業にお

ける急速な拡大を基軸として推進されていることがわか

る。

ところで，シンガポールの急速な工業化過程をみる上

でわれわれが注目するのは，その政策的な誘導措置とく

に直接外国投資の導入による工業生産力の拡大という

側面である。法制的にみるとシンガポールはこれまで，

1959年に制定された「創始産業法J(/t2）をはじめとして，

同年の「工業拡大条令」（注3), 1967年の「経済拡大奨励

60 

I il'i 

食
館、
繊

費 日4

II 中間財
木 材・コノレ

印 刷IJ ・出
化学製
イi油精製・同製
N 金属鉱

胆資 本 財
イ立 幡 製 品
機械製品
電気機械器具
輸送機器

N その他分類不明の業績

（出所〉 Singapore, Report on the Census of I.河・

dustrial production, 19印-61および1970より算

i封。
（討：） 養ゴム加工，採石を除く。

法」（注4）および1970年の同法の改正｛注5）などによって，

工業投資とくに外国からの投資に各種の優遇措置を与え

てきた。優遇政策は主として租税の減免措置からなり，

創始産業として指定された企業に，その投下資本額の規

模に応じて2～5年間の免税期間をもうけるものであっ

た。また輸出振興のために，輸出額が当該企業の販売総

額の20%以上であり，かつ金額が10方Sドル以上のもの

に限り，一定の免税期間を認めるものとした。

第6表は，この優遇措置の適用を受ける創始産業企業

の生産指標の推移をみたものである。 1963年から70年に

かけて，認可企業数では2.5倍，操業企業数では9倍，

払込み資本金額では11倍となっている。とくに金製造業

生産高に占める創始産業のウェイトは， 60年代後半にあ

っては40%前後の水準にあり，シンガポール工業におけ

るその重要性が注目される。また輸出貿易に占めるウェ

イトをみると，創始産業企業の販売総額に占める製品輸

出の割合は， 60年代後半においておおむね30～40%の高

さにあり，さらにその輸出総額はシンガポール製造業直

接輸出総額の約3分の 1（注6）を占める大きさを示してい

る。

このように60年代半ば以降におけるシンガポール経済

の拡大は，工業生産の急速な拡大を軸として行なわれて
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（単位： 100万Sドル）第 6表 高I］始産業の生度指標〈シンガポール〉

企 業数
うち操業企業数

払 込資本金額
うち園内望者本

l尚上比 率（%）
うち外関資本

向上比 率（%）

生 産高（A)
付加価値額
金製造業生産 高（B）料
創始産 業の 比率（A/B)
販 売高（C)
直接輸出高（D)
全製造業百｛接争議出高（E）材
販売高に占める検出比率（D/C)
全製造業輸出高に占める創始産業料
製品給 Ill 比率（D/E)

就業者数（F)
全製造業就 ！t者数（G）料
就 業者数の比率 （F/G) 

）

）

 

5
a
u
z
p
b
Gり
auη
’h
白

vnδ

氏
リ
一
必
“
2

0

J

氏
U

Q口
R
U
Q
U
A
U
1

3

1

1

（

（

 

ー

）

）

 

M

m
回
目
的
幻
倒
的
制

9

1

1

（

（

 

唱

i3
3
9
2
4
の
7
4
W

6
－

1
2
5
2
4
2
5
 

凸

汐

一

’
A

〆
目
、
〆
k

噌
E
A ¥ 19砧 I 1969 1附キ

255 I 281 I 
203 I 236 I 
350 I 587 I 
159 I 248 I 
(45) I (42) I 
191 I 339 ! 
（日）｜（犯）｜

1,015 I 1,200 i 1,623 
268 I 334 ' 548 

2,176 I 3,214 ; 3,983 
(46) I (37) (41) 

1,056 J 1,276 1,762 
317 I 必0 862 

1,018 ¥ 1,265 1,708 
(30) j (36) (49) 

(31) ; (36) (50) 

1鰯｜蹴7

165 ! 234 
111 ! 159 
191 I 224 
106 112 
(55) I （回）
85 i 112 
(45) ! （日）

296 
262 
661 
313 
(47) 
348 
(53) 

153 220 i 318 490 ; 649 
34 50 : 86 , 119 I 164 

844 928 I 1,082 : 1,326 1,687 
(18) (24) I c2~) i’（37) ！’（沼）

I 326 I 524 656 
ー I 88 : }85 : 261 
寸守 ! 571 ' 674 ' 862 

（一） ( ) (27) , (35) i (40) 

（ー）（ー） ' (15) (27) . (30) 

2,654 5,416 ; 10,495, 11,102 16,326 22,408 i 36,071, 50,464 
36,586 41,488; 47,334 52,807 58,347 74,833 I ｝佃，758,126,449 

( 7) (13) : (22) (21）〔28) (30) : (36): (40) 

倒 的 Singapore,Economic Development Board, ,1111,ual Rφort各号より {'F成。

Ci主〉 ホ 1970if'.の数’同士r'i定数’t：。材全製造業に：1，従業員10入米満の企業：およ rfコーム製造業を含まず。

おり，その拡大は創始産業企業を中核として進められて としてのメリットを求めて行動するという特徴がみられ

いる。 る。すなわちシンガポールの場合には，工業化のための

そしてこの創始産業の最重要の役割は高加工度工業製 外資導入にあたり，タイにみられるような輸入代替産業

品の閑内生産と，その輸出拡大とに置かれており，この の誘致に比ぺ，、当初から輸出産業の誘致に重点をおいて

段階で高度の技術と大規模な資本力を備えた先進諸国の おり，政策的にも国際市場を目指した競争カの育成を進

企業進出が誘致されているのである。 出企業に求めてきたと言える（注9）。

この創始産業における外資参加状況を産業別にみる 現在シンガポールでは，工業生産の一層の大規模化・

と，各業種のうち相対的に外国投資の比率の高いものは， 高加工度化をめざして，創始産業企業に対する優遇規定

石油，化学，金属，機械，電気製品など外来の資本集約 を修正L，企業選別の度合いを深めている。

的な中間財・資本財産業であり，いずれも外資の参加比 たとえば1970年の経済拡大奨励法改正によって，投下

率は3分の l以上を占めている（注7)。シンガポールの工 資本額が 100万Sドル以上の大規模投資に限札 5年開

業化過程はこれまで，この石油産業あるいは機械・電子 の法人所得税免除が与えられ，これ以下の資本規模のも

機器産業に象徴されるように，重化学工業化の方向をた のは，高度の技術水準を持った輸出指向産業である場合

どってきている。その主たる迫い手である外資の誘致に に限り，同じ優遇措置が与えられるとしている。また既

あたりシンガポールは，既述のタイのケースとは対照的 作の企業が設備拡張を行なう場合の優遇措置につし、て

に，保護関税の設置を主体とする国内産業保護政策をと も，同じように規準投資額の引き上げが行なわれている

らず(il8＼もっぱら課税上の優遇措置によってイン、モン C/HO）η これらの改正の狙いは結M，工業構造の高度化を

ティヴを提供してきた。シンガポールの持つ地理上の手lj 凶るため，投資規模の大型化に一層の誘因を与えること

点，すぐれた外部経済，務備された商業・金融網，そし にあるといえる。

て良質の労働力の存在という条件が，このような政策の シンガポールはこのように，自由貿易港としての条件

実現を一層容易にした。したがってシンガポールに流入 に大型外資導入を結びつけ，輸出指向型工業生産を進め

する外資は， Pイのケースとは異なし政府の保護措置 るという，工業化め・つのパターンを生み出しつつある。

あるいは国内市場を前提とせず，もー，ばらjJI)］・生産基地 しか！このパトーンは ・1f1iで、 i’大外資（その多くはL、

61 
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わゆる多国籍企業）の加工生産基地化のプロセスでもあ

る。その意味でシンガポールの国民経済は，外資支配の

ウエイトの著しく大きい，きわめて奇形的な情造的特質

をもったものとなることが予想される。

【注 1〕 Singapo宜e,Yearboo在。fStatistics, 1971 / 

72. 

Ci主2) The Pioneer Industries < Relief from 

Income Tax) Ordinance, 1959. 

（注3) Industrial Expansion Ordinance, 1959. 

Ci主4) The Economic Expansion Incentives Act, 

1967. 

（沌5) Amendment Act, 1970. 

（注6) 1970年の統計では，この比本l:J:50%にまで

上到している（第6表参照）。

Ci主7) Singapore, Economic Development Board 

Annual Report, 1！蛸．

Ciセ8) シンガポールの現行関税tt, The Customs 

Duties Order, 1966に準拠している。ドl山港としての

伝統から，以前はi酉，タバコ，ガソリンなど数品 Elにし

か関税は賦課されなかった。 1965年8月の独立以降，

課税対象品目が土問え，現住約300,¥fJrt I: j；よんでいる。

しかし一般に関税率は著しく低く，高いものでも，履

物（40%〕，合成皮革，ゴム製品，家庭用品〈各（35%)

といった水-41：ェである。なおいくつかの品円についてタ

イとの比較をみると，以下のようである（シンガホー

ノしは1969合12｝］末現向。かっこ内は1970年1月現在の

｜司ー商品に対するタイの関税率〕。

綿糸 0%(25%），綿製品 0%(60%），合成繊維0%

(6肝心，自動琳（現地組立て） 0 %(30%），自動車〔完

成 1!() 0 %（日0%），クラフト紙 0%(30%），スチーん・

ワイヤ， 0 ~~（30%〕。

(i1! 9〕 fJ ., ': i:,，創始産業における外資系企業の

生成肘聞をみると，外資系企業は凶内資本企業に比べ

て愉人原料依存度が向く，輸入原料単位当円の付加I価

（単位：！，OOOSドル）

I-El内資本企業l外j（お初l企桑↑創始瞳業企j
_CA〕I CB〕（A+B)
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（出所） Helen Hughes, F，ο陀 ignInvestment and Industn-
。lizationin Singapοre•, Camberra, 196¥l, pp. 216 217 

(/1:) キ使用原料総額に占める輸入！原料の比率
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他も 3分の l以下の値を示している。また，輸出総額

に対する原料輸入額の比率をみると，外資系企業では

2.06と輸入額が輸出額をよUり， γ ンガポーノレの国際

収支改善への寄与についてはL、まだ不十分であると，i'

える（表参照）。

（注10) Amendment Act, 1970, op. cit., Section 

17-19. 

VII むすび

直接外国投資の問題は近年，多国籍企業行動の分析と

いう視点から注目されつつあることは，周知のとおりで

ある。そこでは単なる資本の移動ではなく，技術・経営

組織・研究開発能力などが固定化された一つの有機的な

結合体である企業活動の移動が，分析対象とされている。

国境を越えた事業組織の移動は古くからみられた現象で

あるが，第2次大戦後，イギリスおよびアメリカ系巨大

企業をはじめとして，急速にその拡大が進められてきた。

多国籍企業問題に関しては本稿で扱う余裕はなく，別の

機会に譲りたいが，基本的にはそれがグローパルな視点

に立つての企業運営という特質を持っていることから，

導入国の経済に与えるインパクトは広くかっ深いものと

なることが予想される。とくにこれらの進出企業が，す

ぐれた技術知識を備えたものであることによって，進出

先で年寄易に独占利潤を得る可能性が大きu、。

理論的にみると，卓越した経営資質を備えた企業の参

入は，導入国の既存の生産関数に一定の変化を与えるこ

とになる。第4図は， X,Y 2財のみを生産する外資導

入国Aにおける，両財の等生産量曲線（lsoquant）を示し

ている。この国の生産要素がかりに資本（K）と労働（L)

からのみ成っており， X財生産が資本集約的でかつ相対

第 4 図

I. '.•1),-j酌）

}'!!f丹胃＇lilf柏ほ

X財刀~；.：量曲品｛

(i 1・; p・ ;; c資本1



的に高水準の技術を必要とし， Y財生産が労働集約的で

かつ相対的に低水準の技術で生産可能とすれば，すぐれ

て高い技術を持った外資企業がX財生産に参入すること

によって（中立的技術進歩を仮定すれば）， X 財の等最

曲線は XX＇から X,Xi'へとシフトすることになる。

すなわち資本の流入がない場合でも，すぐれた技術水

準を持った外資企業の参－入によって， X財の等量曲線は

原点に向かつてシフトし，単位生産出りの資本使用量が

変化する。このことは，第2図におけると同じように，

この国の生産可能曲線がX軸の方向に拡大することと同

意となる。この結果第2図にみられたように， X財の生

産拡大にともなう新たな利潤は進出企業に帰属L，また

この固に保護関税が実施されている場合には，第3図と

同じ手続きで，導入国の実質国民所得の流出が起こるこ

とになる。ジョンソン（注I）はこの図において，進出企業
P.'P' 

はコスト構成からみて， or;の割合で技術優位から生

ずる利潤を得ること，あるいは P,'P＇の範囲で X財の

価格引き下げを行なし、，競争企業に対抗しうること，ま

た完全競争・完全雇用を仮定すれば，この国の要素価格

比が PP＇から QQ’へとシフトすることによって利潤

率の上昇と労働賃金の下落が起こる可能性を，それぞれ

指嫡している。

このように卓越した技術，経営組織，研究・開発能力

を備えた多国籍企業の参入は，導入国における生産・市

場の寡占化を進め，長期的にはその経済を先進工業国と

の補完関係の中にピルト・インし，その構造的歪みを強

めてし、く可能性が大きい。通常いわれる技術伝播効果一

つをとってみても，すぐれた技術知識を所有しているこ

とが企業進出の優位性を保証しているものである以上，

その自由化（公開・売却〉は期待しにくいであろう。

以上これまで外資の導入が，純粋な資本移動であれ，

あるいは，さまざまな経蛍資源を備えた企業の参入であ

れ，いずれの場合も導入国の経済に一定の影響を与える

ことを考察してきた。もちろん外国投資の問題は，すぐ

れて政治的・社会的な側面をも持っている。本稿ではこ

れらの側面については全く触れなかったが，経済学的に

みた場合そこに多くの問題が存在することが理解され

る。本稿ではとくに導入国の立場からみて， l単位の外

資導入が自国の工業化におよぼす影響を保護政策との関

連で分析した。おそらく今後は，ヤずれの固においても

外資導入にあたっては，自国の経済諸政策とくに対外的

には貿易政策，対内的には独占禁止政策との関連におし、

て，慎重な選別と規制とが，ますます必要となってくる

研究ノート

であろう。

（市 1) Johnson, H. G.，“ The E伍ciency and 

Welfare Implications of the International Corpora-

tion，” in The International Corporation, C. P. 

Kindleberger ed., Cambridge, MIT Press, 1970. pp. 

45-47. 
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